
結婚新生活住宅購入費等補助金

補助金額

対象経費

婚姻届を提出し受理された日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること

婚姻を機に市内に新たに取得し又は賃借する住宅が、市内にあること

夫婦ともに又は一方が、令和５年２月１日～令和６年３月31日までの間に新たに
　 市に転入していること

夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること

市税等に滞納がないこと

申請日より１年以上継続して坂戸市に居住することを約束していること

暴力団関係者でないこと

生活保護法の規定による保護を受けていないこと

過去に他市町村等で類似の補助金の交付を受けたことがないこと

坂戸市

結婚を機に、新たに坂戸市へ転入される新婚世帯に対し、
新居の購入費や新居の家賃、引っ越し費用などを補助します。

令和５年４月１日から令和６年３月31日までに発生した結婚に伴う次の費用

１世帯当たり 夫婦ともに29歳以下の場合は

※申請多数の場合は、年度途中でも事業が終了となることがあります。

坂戸市へお住まいを
検討している方へ

対象世帯
令和５年３月１日～令和６年３月 31日までの間に婚姻届を提出し、
受理された世帯のうち、次の全ての要件を満たす世帯

30万
円上限 60万

円上限

1

住宅取得費用　　 リフォーム費用　　  住宅賃借費用…賃料・共益費（１か月分）、

敷金・礼金（賃料１か月分が限度）、仲介手数料　　  引越費用

1

申請方法 申請書に必要書類を添えて直接窓口へ 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

結婚生活を応援します！

結婚後
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